
☆地上デジタル放送を見るための簡易なチューナー給付などの支援について（総務省施策） 

 

 総務省では、地上アナログ放送から地上デジタル放送に移行することが難しい世帯に対

する支援を予定しています。 

(1)支援の対象は？ 

「ＮＨＫ受信料の全額免除を受けている世帯」が対象です。 

（具体的には、生活保護世帯等、市区町村民税非課税の障害者世帯、社会福祉事業施設

入所者） 

 ※すでに、地上デジタル放送を視聴されている世帯は支援の対象外です。 

(2)受けられる支援の内容は？ 

 現在お持ちのアナログテレビに取り付ける「簡易なチューナー」の無償給付をします。 

 アンテナ改修等が必要な場合にはその支援も行います。 

(3)申込み先は？ 

 未定です。決まり次第申込み方法を含めて改めてお知らせします。 

(4)支援の開始時期は？ 

 平成 21 年秋以降を予定しています。具体的な日程は改めてお知らせします。 

(5)ご注意いただきたい点 

 ・支援を受けるには、ＮＨＫとの受信契約と全額免除手続が必要です。 

 ・支援は現物給付です。御自身で購入したチューナー、アンテナ等を清算することはで

きません。 

(6)お問合せ先 

 支援制度について：総務省 地上デジコールセンター 0570-07-0101 

 ＮＨＫとの受信契約、受信料免除について：ＮＨＫ視聴者コールセンター 0570-077077 








